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運転免許の行政処分に関する処分書等の様式について（通達）

運転免許（以下「免許」という。）の拒否、保留、取消し若しくは効力の停止又は自動車

等の運転の禁止に関する処分書等の様式については、「運転免許の行政処分に関する処分書

等の様式について」（平成28年12月１日付け大通達甲（運免）第４号）により運用している

ところであるが、この度、行政手続等における押印原則の見直しに伴い、令和３年４月１日

から下記のとおり運用することとしたので、事務処理上誤りのないようにされたい。

なお、前記通達は、同日付けで廃止する。

記

第１ 免許の拒否又は保留に関する通知書等の様式

免許の拒否又は保留に関する左欄に掲げる通知書、請書等の様式は、それぞれ同表の右

欄に掲げる様式とする。

１ 運転免許拒否処分通知書（道路交通法施行規則（昭和35年総理府令 第１号様式

第60号。以下「施行規則」という。）別記様式第13の３の通知書をい

う。）

２ 運転免許拒否処分通知書の請書 第２号様式

３ 運転免許保留処分通知書（施行規則別記様式第13の３の通知書をい 第３号様式

う。）

４ 運転免許保留処分通知書の請書 第４号様式

５ 弁明通知書（前記１の運転免許拒否処分通知書を交付した場合に限 第５号様式

る。）

６ 弁明通知書（前記３の運転免許保留処分通知書を交付した場合に限 第６号様式

る。）

第２ 免許の取消し又は効力の停止に関する処分書等の様式

免許の取消し又は効力の停止に関する左欄に掲げる処分書、請書等の様式は、それぞれ

同表の右欄に掲げる様式とする。

１ 運転免許取消処分書（施行規則別記様式第19の３の３の処分書をい 第７号様式

う。）

２ 運転免許取消処分書の請書（前記１の運転免許取消処分書を交付し 第８号様式

た場合に限る。）

３ 出頭通知書（90日未満の免許の効力の停止の処分を決定した場合に 第９号様式



限る。）

４ 運転免許停止処分書（施行規則別記様式第19の３の３の処分書をい 第10号様式

う。）

５ 運転免許停止処分書の請書 第11号様式

６ 運転免許取消処分書（施行規則別記様式第19の３の４の処分書をい 第12号様式

う。）

７ 運転免許取消処分書の請書（前記６の運転免許取消処分書を交付し 第13号様式

た場合に限る。）

８ 道路交通法（昭和35年法律第105号）第104条第１項の規定により意 第14号様式

見の聴取の期日及び場所を通知する文書

９ 道路交通法第104条第１項の規定により意見の聴取の期日及び場所 第15号様式

を通知する文書

10 道路交通法104条の２の２第６項において準用する同法第104条第１ 第16号様式

項の規定により意見の聴取の期日及び場所を公示する書面（運転免許

の取消しの場合に限る。）

11 道路交通法第104条第１項の規定により意見の聴取の期日及び場所 第17号様式

を公示する書面（90日以上の免許の効力の停止の場合に限る。）

12 道路交通法第104条の２第２項の規定により聴聞の期日及び場所を 第18号様式

公示する書面（運転免許の取消しの場合に限る。）

13 道路交通法第104条の２第２項の規定により聴聞の期日及び場所を 第19号様式

公示する書面（90日以上の免許の効力の停止の場合に限る。）

14 行政手続法（平成５年法律第88号）第15条第３項の規定により所在 第20号様式

不明者に対して聴聞を行う旨の通知を行う書面

15 行政手続法第31条において準用する同法第15条第３項の規定により 第21号様式

所在不明者に対して弁明の機会を付与する旨の通知を行う書面

第３ 仮運転免許の取消しに関する処分書等の様式

仮運転免許の取消しに関する左欄に掲げる通知書及び請書の様式は、それぞれ同表の右

欄に掲げる様式とする。

１ 仮運転免許取消処分通知書（施行規則別記様式第19の４の通知書を 第22号様式

いう。）

２ 仮運転免許取消処分書の請書 第23号様式

（運転免許課行政処分係）



第１号様式 （表）

大公委指令（運免）第 号

運 転 免 許 拒 否 処 分 通 知 書

下記の理由により、 年 月 日付けであなたから申請のあった免許を

与えないこととし、 年 月 日から 年 月 日までの間を免

許を受けることができない期間として指定したので通知します。

年 月 日

大分県公安委員会

住 所

氏 名

申請に係る

免許の種類

下欄の違反行為の累積点数等が、道路交通法第９０条第１項（運転免許の拒否）に該当

するため

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 点 数

理 年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

由 年 月 日 点

年 月 日 点

過去３年以内における
有・無 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

※ 裏面を必ずお読みください。



（裏）

教 示 事 項

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、大分県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、大分県を被告として（訴訟において大分県を代表する者は大分県公安委員

会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。



第２号様式

大公委指令（運免）第 号

請 書

下記の理由により、 年 月 日付けであなたから申請のあった免許を与

えないこととし、 年 月 日から 年 月 日までの間を免許を

受けることができない期間として指定したので通知します。

年 月 日

大分県公安委員会

住 所

氏 名

申請に係る

免許の種類

下欄の違反行為の累積点数等が、道路交通法第９０条第１項（運転免許の拒否）に該当

するため

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 点 数

理 年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

由 年 月 日 点

年 月 日 点

過去３年以内における
有・無 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

上記番号の運転免許拒否処分通知書を確かに受領しました。

年 月 日

氏名

執行 年 月 日 時 分 年 月 日運転免許課（ ）に

執行者 氏名 電話連絡した。 取扱者



第３号様式 （表）

指令（運免）第 号

運 転 免 許 保 留 処 分 通 知 書

下記の理由により、 年 月 日付けであなたから申請のあった免許

を 年 月 日から 年 月 日まで 日間保留したので

通知します。

年 月 日

大分県警察本部長

住 所

氏 名

申請に係る

免許の種類

道路交通法第９０条第１項ただし書きの規定に該当するため

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 点 数

理 年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

由 年 月 日 点

年 月 日 点

過去３年以内における 有
・ 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数 無

※ 裏面を必ずお読みください。

運 転 免 許 停 止 期 間 短 縮 通 知 書 講習実施

講習を終了したことにより、上記の停止期間を 日間短縮したので通知します。 責任者

年 月 日

大分県警察本部長

免許証は、停止期間満了日の翌日以後に住所地の警察署で受領してください（必ずこの通知

書を持参してください。）。



（裏）

教 示 事 項

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、大分県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、大分県を被告として（訴訟において大分県を代表する者は大分県公安委員

会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。



第４号様式

指令（運免）第 号

請 書

下記の理由により、 年 月 日付けであなたから申請のあった免許

を 年 月 日から 年 月 日まで 日間保留したので

通知します。

年 月 日

大分県警察本部長

住 所

氏 名

申請に係る

免許の種類

道路交通法第９０条第１項ただし書の規定に該当

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 点 数

理 年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

由 年 月 日 点

年 月 日 点

過去３年以内における
有・無 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

上記番号の運転免許保留処分通知書を確かに受領しました。

年 月 日

氏名

執行 年 月 日 時 分 年 月 日運転免許課（ ）に

執行者 氏名 電話連絡した。 取扱者



第５号様式 （表）

第 号

弁 明 通 知 書
年 月 日

住所

殿

大分県公安委員会

あなたに対する下記の理由による行政処分に係る道路交通法第９０条（第３項、第５項）

の規定による弁明の機会の付与を下記のとおり行いますので通知します。

記

予 定 さ れ る

行政処分の内容

出 頭 日 時 年 月 日午前・午後 時 分

出 頭 場 所

処 下欄の違反行為の累積点数等が、道路交通法第９０条［拒否（第１項）・事後取消

（第４項）］に該当するため。

分
違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 点 数

し
年 月 日 点

よ
年 月 日 点

う
年 月 日 点

と
年 月 日 点

す
年 月 日 点

る
年 月 日 点

理
過去３年以内における

由 有・無 回 累 積 点 数 点
前歴の有無及びその回数

郵便番号 ８７０－０４０１

弁 明 書 の 提 出 弁明書の提出先 大分市大字松岡６６８７番地

大分県警察本部交通部運転免許課 行政処分係

に よ る 場 合 弁 明 書 の
年 月 日まで

提 出 期 限

※ 弁明の機会の付与に際しての留意事項は裏面のとおりです。



（裏）

弁明の機会の付与に際しての留意事項

１ あなたが代理人を弁明の機会の付与に出席させようとするときは、代理人 1 名を選任し、弁

明の機会の付与の期日までに、代理人の住所・氏名並びにあなたが代理人に対し弁明の機会の

付与の期日に弁明の機会の付与に関する一切の行為を委任する旨を記載した代理人資格証明書

を行政庁に提出（提出窓口～大分県警察本部運転免許課行政処分係）してください。

２ あなた又はあなたの代理人は、弁明の機会の付与において、事案について意見を述べ、かつ、

有利な証拠を提出することができます。

３ 弁明の機会の付与の期日に、補佐人とともに出席しようとする場合は、その者の住所、氏名、

あなたとの関係及び補佐する事項を記載した補佐人出願申請書を弁明の機会の付与の期日まで

に行政庁に提出（提出窓口～前記に同じ）して許可を受けてください。

４ 弁明書による弁明の場合は、あなたの住所、氏名、弁明の件名及び弁明の機会の付与に係る

事案についての意見を記載してください。（弁明書による弁明は、行政庁が認めた場合に限り

ます。）

連絡先 大分県警察本部運転免許課行政処分係

電話 ０９７－５２８－３０００ 内線７０２－２１３



第６号様式 （表）

第 号

弁 明 通 知 書
年 月 日

住所

殿

大分県警察本部長

あなたに対する下記の理由による行政処分に係る道路交通法第９０条（第３項、第５項）

の規定による弁明の機会の付与を下記のとおり行いますので通知します。

記

予 定 さ れ る

行政処分の内容

出 頭 日 時 年 月 日午前・午後 時 分

出 頭 場 所

処 下欄の違反行為の累積点数等が、道路交通法第９０条［保留（第１項）・事後停止

（第４項）］に該当するため。

分
違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 点 数

し
年 月 日 点

よ
年 月 日 点

う
年 月 日 点

と
年 月 日 点

す
年 月 日 点

る
年 月 日 点

理
過去３年以内における

由 有・無 回 累 積 点 数 点
前歴の有無及びその回数

郵便番号 ８７０－０４０１

弁 明 書 の 提 出 弁明書の提出先 大分市大字松岡６６８７番地

大分県警察本部交通部運転免許課 行政処分係

に よ る 場 合 弁 明 書 の
年 月 日まで

提 出 期 限

※ 弁明の機会の付与に際しての留意事項は裏面のとおりです。



（裏）

弁明の機会の付与に際しての留意事項

１ あなたが代理人を弁明の機会の付与に出席させようとするときは、代理人 1 名を選任し、弁

明の機会の付与の期日までに、代理人の住所・氏名並びにあなたが代理人に対し弁明の機会の

付与の期日に弁明の機会の付与に関する一切の行為を委任する旨を記載した代理人資格証明書

を行政庁に提出（提出窓口～大分県警察本部運転免許課行政処分係）してください。

２ あなた又はあなたの代理人は、弁明の機会の付与の期日において、事実について意見を述べ、

かつ、有利な証拠を提出することができます。

３ 弁明の機会の付与の期日に、補佐人とともに出頭しようとする場合は、その者の住所、氏名、

あなたとの関係及び補佐する事項を記載した補佐人出願許可申請書を弁明の機会の付与の期日

までに行政庁に提出（提出窓口～前記に同じ）して許可を受けてください。

４ 弁明書による弁明の場合は、あなたの住所、氏名、弁明の件名及び弁明の機会の付与に係る

事案についての意見を記載してください。（弁明書による弁明は、行政庁が認めた場合に限り

ます。）

連絡先 大分県警察本部 運転免許課 行政処分係

電話 ０９７－５２８－３０００ 内線７０２－２１３



第７号様式 （表）

整 理 番 号

運 転 免 許 取 消 処 分 書
大公委指令（運免）第 号

年 月 日

下記の理由により、

あなたの免許を取消し、 年 月 日から 年間

を免許を受けることができない期間として指定します。したがって、

あなたに対する処分の満了日は、

年 月 日となります。

大分県公安委員会

電話(自宅・携帯・勤務先）

住 所 - -
- -

氏 名 生年月日 年 月 日

一 二 免許証番号 第 号
免許
の 大 中 普 大 大 普 小 原 牽 大 中 普 大 牽 年 月 日

種類 自 自
種 型 型 通 特 二 二 特 付 引 種 型 型 通 特 引 公安委員会交付

□ 道路交通法第１０３条第１項第５号 □

□ 道路交通法第１０３条第１項第 号 □

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 等 点 数
理

年 月 日 点
年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点
由

年 月 日 点

年 月 日 点

過去３年以内における
有・無 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

過去 5 年以内における取消し処分歴の有無 有 ・ 無

※ 裏面を必ずお読みください。

備

考



（裏）

教 示 事 項

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、大分県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、大分県を被告として（訴訟において大分県を代表する者は大分県公安委員

会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。



第８号様式

整 理 番 号

請 書
大公委指令（運免）第 号

年 月 日

下記の理由により、

あなたの免許を取消し、 年 月 日から 年間

を免許を受けることができない期間として指定します。したがって、

あなたに対する処分の満了日は、

年 月 日となります。

大分県公安委員会

電話(自宅・携帯・勤務先）

住 所 - -
- -

氏 名 生年月日 年 月 日

一 二 免許証番号 第 号
免許
の 大 中 普 大 大 普 小 原 牽 大 中 普 大 牽 年 月 日

種類 自 自
種 型 型 通 特 二 二 特 付 引 種 型 型 通 特 引 公安委員会交付

□ 道路交通法第１０３条第１項第５号 □

□ 道路交通法第１０３条第１項第 号 □

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 等 点 数

理 年 月 日 点
年 月 日 点

年 月 日 点

年 月 日 点

由 年 月 日 点

年 月 日 点

過去３年以内における
有・無 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

過去 5 年以内における取消処分歴の有無 有 ・ 無

上記運転免許取消処分書を受け取りましたので運転免許証を返納します。

年 月 日 氏名

年 月 日 時 分 年 月 日運転免許課

執行 （ ）に電話した。

執行者 取扱者

※ 免許証と共に警察本部運転免許課に送付してください。



第９号様式 （表）

第 号

出 頭 通 知 書
年 月 日

〒

殿

大分県警察本部長

あなたの運転免許の効力が下記の理由により停止されることになりました。次の日時

に出頭してください。出頭されますと当日から停止処分を受けることになります。

記

行政処分の内容 運 転 免 許 の 効 力 の 停 止 日 間

出頭（受付） 年 月 日

日 時 午前 時 分

出 頭 場 所

道路交通法第１０３条第１項第５号の規定に該当する下欄の交通事故(違反)の累積点

数等が、運転免許の効力の停止基準に該当するため

処
違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 類 点 数

分
年 月 日 点

し
年 月 日 点

よ
年 月 日 点

う
年 月 日 点

と
年 月 日 点

す
年 月 日 点

る
年 月 日 点

理
年 月 日 点

由

過去３年以内における
有・無 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

担当 運転免許課 行政処分係



（裏）

留意事項等

１ 携行品

(1) この通知書 (2) 運転免許証 (3) 筆記具（ボールペン等）(4) 講習手数料（受講希

望者のみ）

２ 留意事項

(1) 当日は、車、原付等を運転しないで来てください（出頭後、帰宅する際は無免許状態に

なります。）。

(2) あなたが出頭できないときは、代理人にあなたの免許証、委任状、代理人の身分証明を

持参させ、当日のあなたへの連絡方法を知らせておいてください。

(3) 講習を希望されない方は、住所地を管轄する警察者で停止処分を受けることができます。

(4) 処分について質問のある方・当日に講習を受けられない方は、運転免許課（行政処分係）

まで連絡してください。

※問い合せ時間～平日午前８時３０分から午後５時までの間

３ 講習案内

(1) 免許停止手続後、講習を受ける（希望者のみ）と、停止期間が短縮されます。

なお、代理人は受講できません。

(2) 運転に適した服装及び履物で来てください。

(3) 手数料及び時間等は次のとおりです。

停止日数 講習日数 講習時間 短縮日数（最高）

３０日 １日 午前 9:30 ～午後 5:00 ２９日

６０日 ２日 午前 9:30 ～午後 4:00 ３０日

※午前９時３０分までに受付を済ませなければ、当日の受講はできません。



第１０号様式 （表）

整 理 番 号

運 転 免 許 停 止 処 分 書
指令第 号

年 月 日

下記の理由により、あなたの免許の効力を

年 月 日から 日間停止します。

したがって、あなたに対する処分の満了日は、 年 月 日となります。

大分県警察本部長

電話（自宅・携帯・勤務先）

住 所 - -
- -

氏 名 生年月日 年 月 日

免 一 二 免許証番号 第 号 年
許
の 大 中 普 大 大 普 小 原 牽 大 中 普 大 牽 年 月 日
種 自 自
類 種 型 型 通 特 二 二 特 付 引 種 型 型 通 特 引 公安委員会交付 まで有効

□ 道路交通法第１０３条第１項第５号 □ 道路交通法第９０条第４項

□ 道路交通法第１０３条第１項第６号 □

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 等 点 数

理 年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点

由 年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点

過去３年以内における
回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

※ 裏面を必ずお読みください。

運 転 免 許 停 止 期 間 短 縮 通 知 書 講 習 実 施

責 任 者

講 習 を 終 了 し た こ と に よ り 、 上 記 の 停 止 期 間 を 日 間 短 縮 し

年 月 日 ま で の 停 止 と し た の で 通 知 し ま す 。

年 月 日 大分県警察本部長



（裏）

教 示 事 項

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、大分県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、大分県を被告として（訴訟において大分県を代表する者は大分県公安委員

会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。



第１ 1 号様式

整 理 番 号

請 書
指令第 号

年 月 日

下記の理由により、あなたの免許の効力を

年 月 日から 日間停止します。

したがって、あなたに対する処分の満了日は、 年 月 日となります。

大分県警察本部長

電話（自宅・携帯・勤務先）
住 所 - -

- -

氏 名 生年月日 年 月 日

免 一 二 免許証番号 第 号 年
許
の 大 中 普 大 大 普 小 原 牽 大 中 普 大 牽 年 月 日
種 自 自
類 種 型 型 通 特 二 二 特 付 引 種 型 型 通 特 引 公安委員会交付 まで有効

□ 道路交通法第１０３条第１項第５号 □ 道路交通法第９０条第４項

□ 道路交通法第１０３条第１項第６号 □

違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 等 点 数

理 年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点

由 年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点
年 月 日 点

過去３年以内における
回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

執 行 経 過

警 察 署 で 執 行 警 察 本 部 で 執 行

年 月 日午前・後 時 分執行
年 月 日午前・後 時 分執行

執行者

年 月 日 運転免許課 執行者

（ ）に電話連絡した。

取扱者



第１２号様式 （表）

大公委指令（運免）第 号

運 転 免 許 取 消 処 分 書

第１０４条の２の２第１項
道路交通法 の規定により、下記のとおり

第１０４条の２の２第２項（第４項）

あなたの免許を取り消します。

年 月 日

大 分 県 公 安 委 員 会

住 所

氏 名

第 号

免許証の番号 年 月 日 公安委員会交付

再試験に係る □ 普通 □ 大自二 □ 普自二 □ 原付

免許の種類

１ 道路交通法第１０４条の２の２第１項 再試験 不合格

２ 道路交通法第１０４条の２の２第２項（第４項）

ア 道路交通法施行令第３６条（再試験の基準）に該当し、

初心運転者講習を終了しなかったことにより再試験の通知

理 由 を受けて、その再試験を受けなかったため

イ 道路交通法施行令第３７条の３（初心運転者講習終了者

に係る再試験の基準）に該当し、再試験の通知を受けて、

その再試験を受けなかったため

※ 裏面を必ずお読みください。



（裏）

教 示 事 項

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、大分県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、大分県を被告として（訴訟において大分県を代表する者は大分県公安委員

会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。



第１３号様式

大公委指令（運免）第 号

請 書

第１０４条の２の２第１項
道路交通法 の規定により、下記のとおり

第１０４条の２の２第２項（第４項）

あなたの免許を取り消したので取消処分書を交付します。

年 月 日

大 分 県 公 安 委 員 会

住 所

氏 名

第 号

免許証の番号 年 月 日 公安委員会交付

再試験に係る □ 普通 □ 大自二 □ 普自二 □ 原付

免許の種類

１ 道路交通法第１０４条の２の２第１項 再試験 不合格

２ 道路交通法第１０４条の２の２第２項（第４項）

道路交通法施行令第３６条（再試験の基準）に該当し、

ア 初心運転者講習を終了しなかったことにより再試験の通知

理 由 を受けて、その再試験を受けなかったため

道路交通法施行令第３７条の３（初心運転者講習終了者

イ に係る再試験の基準）に該当し、再試験の通知を受けて、

その再試験を受けなかったため

上記取消処分書を受け取りましたので運転免許証を返納します。

年 月 日 氏 名

年 月 日 時 分 年 月 日 運転免許課

執行者 （ ）に電話連絡した。取扱者



第１４号様式 （表）

第 号

意見の聴取通知書

年 月 日

殿

あなたに対する下記の理由による運転免許の行政処分に係る、

の規定に基づく意見の聴取を下記により行いますので通知します。

記

予 定 さ れ る 取消し
運転免許の

行 政 処 分 の 内 容 効力の停止

意 見 の 聴 取 の 年 月 日

期 日 午前・午後 時 分 から

意見の聴取の場所

の規定に該当する下欄の交通違反(事故)の累積点数等が、

運転免許の取消し・効力の停止の基準に該当するため

処
違反行為の発生年月日 違 反 行 為 の 種 別 点 数

分
年 月 日 点

し
年 月 日 点

よ
年 月 日 点

う
年 月 日 点

と
年 月 日 点

す
年 月 日 点

る
年 月 日 点

理
年 月 日 点

由

過去３年以内における
有・無 回 累 積 点 数 点

前歴の有無及びその回数

主 宰 者



（裏）

留意事項

１ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかったときは、意見の聴取を行わ

ずに処分します。

２ あなたが代理人を意見の聴取に出席させようとするときは、代理人１人を選任し、意見の聴

取期日までに、代理人の住所、氏名及びあなたが代理人に対し意見の聴取期日に意見の聴取に

関する一切の行為を委任する旨を記載した文書を提出してください。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見の聴取において、事案について意見を述べ、かつ、有利

な証拠を提出することができます。

４ 意見の聴取の期日に、補佐人と共に出頭しようとする場合は、その者の住所、氏名あなたと

の関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書を意見の聴取の期日までに行政庁に

提出して許可を受けてください。



第１５号様式

第 号

年 月 日

殿

大分県公安委員会

意 見 の 聴 取 通 知 書

あなたに対する下記の理由による運転免許の取消しに係る道路交通法第１０４条

の２の２第６項において準用する同法第１０４条第１項の規定による意見の聴取を

下記のとおり行いますので通知します。

記

意見の聴取の期日 年 月 日

意見の聴取の場所

道路交通法第１０４条の２の２第２項（第４項）

道路交通法施行令第３６条(再試験の基準)に該当し初心運転

処 分 し よ う １ 者講習を終了しなかったことにより再試験の通知を受けて、そ

の再試験を受けなかったため

と す る 理 由 道路交通法施行令第３７条の３(初心運転講習修了者に係る

２ 再試験の基準)に該当し、再試験の通知を受けて、その再試験

を受けなかったため

留意事項

１ あなた又はあなたの代理人が正当な理由がなくて出頭しなかったときは、意見の聴取

を行わないで処分します。

２ あなたが代理人を意見の聴取に出席させようとするときは代理人を選任し、意見の聴

取期日までに、代理人の住所・氏名並びにあなたが代理人に対し意見の聴取期日に意見

の聴取に関する一切の行為を委任する旨を記載した文書(同封の「代理人資 格証明書」)

を提出してください。

３ あなた又はあなたの代理人は、意見の聴取において、事案について意見を述べ、かつ

有利な証拠を提出することができます。

４ 意見の聴取の期日に、補佐人とともに出頭しようとする場合は、その者の住所、氏名

あなたとの関係及び補佐する事項を記載した補佐人出頭許可申請書を意見の聴取の期日

までに行政庁に提出(提出窓口～運転免許課 行政処分係)して許可を受けてください。

５ 当日は、運転免許証及びこの通知書を必ず持参してください。また、意見の聴取の後、

処分が決定された場合は、引き続き処分が行われますので、取消しの対象とな る

免許種別に係る自動車等を運転してこないでください。

６ 同封の受領書は、出欠の有無にかかわかず、意見の聴取期日の３日前までに到達する

よう早急に返送してください。

連絡先 大分県警察本部 運転免許課行政処分係



第１６号様式

大分県公安委員会告示第 号

道路交通法（昭和３５年法第１０５号）第１０３条の規定による行政処分について公開による意見の聴取を行うので、同法第１０４条第１項の規定に基づき次のとおり告示する。

年 月 日 大分県公安委員会委員長

１ 意見の聴取日時 年 月 日 午前 時 分

２ 意見の聴取場所

３ 処分に係る者（下記のとおり）

番号 住 所 氏 名 番号 住 所 氏 名



第１７号様式

大分県警察本部告示第 号

道路交通法（昭和３５年法第１０５号）第１０３条の規定による行政処分について公開による意見の聴取を行うので、同法第１０４条第１項の規定に基づき次のとおり告示する。

年 月 日 大分県警察本部長

１ 意見の聴取日時 年 月 日 午前 時 分

２ 意見の聴取場所

３ 処分に係る者（下欄のとおり）

番号 住 所 氏 名 番号 住 所 氏 名



第１８号様式

大分県公安委員会告示第 号

道路交通法（昭和３５年法第１０５号）第１０３条の規定による行政処分について公開による聴聞を行うので、同法第１０４条の２第２項の規定に基づき次のとおり告示する。

年 月 日 大分県公安委員会委員長

１ 聴聞日時 年 月 日 午前 時 分

２ 聴聞場所

３ 不利益処分の名あて人となるべき者（下欄のとおり）

番号 住 所 氏 名 番号 住 所 氏 名



第１９号様式

大分県警察本部告示第 号

道路交通法（昭和３５年法第１０５号）第１０３条の規定による行政処分について公開による聴聞を行うので、同法第１０４条の２第２項の規定に基づき次のとおり告示する。

年 月 日 大分県警察本部長

１ 聴聞日時 年 月 日 午前 時 分

２ 聴聞場所

３ 不利益処分の名あて人となるべき者（下欄のとおり）

番号 住 所 氏 名 番号 住 所 氏 名



第２０号様式

大分県公安委員会告示第 号

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０３条の規定による行政処分について公

開による聴聞を行うので、行政手続法（平成５年法律第８８号）第１５条第３項の規定に

基づき、次のとおり通知する。

年 月 日

大 分 県 公 安 委 員 会 委 員 長

記

１ 不利益処分の名宛人となるべき者

氏名

２ 聴聞の期日

年 月 日午前・午後 時 分

３ 聴聞の場所

４ 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地

５ その他

１の者には、行政手続法第１５条第１項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでも

交付する。



第２１号様式

大分県警察本部告示第 号

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第１０３条の規定による行政処分について弁

明の機会を付与するので、行政手続法（平成５年法律第８８号）第３１条において準用す

る同法第１５条第３項の規定に基づき、次のとおり通知する。

年 月 日

大 分 県 警 察 本 部 長

記

１ 不利益処分の名宛人となるべき者

氏名

２ 弁明書の提出期限

年 月 日まで

３ 弁明書の提出先

４ その他

１の者には、行政手続法第３０条第１項各号に掲げる事項を記載した書面をいつでも

交付する。



第２２号様式

第 号

仮 運 転 免 許 取 消 処 分 通 知 書

下記の理由により、あなたの仮免許を取り消したので通知します。

年 月 日

大 分 県 警 察 本 部 長

住 所

氏 名

第 号

免許証の番号 年 月 日 公安委員会交付

免 許 の 種 類 □ 普通 □ 中型 □ 大型

□ 道路交通法第１０６条の２第１項に該当

□ 道路交通法第１０６条の２第２項に該当

理 由

年 月 日 における

□ 交通違反～違反行為の種別（ ）

□ 交通事故～違反行為の種別（ ）

被害の内容（□ 傷害 □ 死亡 □ 建造物損壊）

※ 裏面を必ずお読みください。



（裏）

教 示 事 項

１ この処分に不服がある場合には、この処分があったことを知った日の翌日から起

算して３月以内に、大分県公安委員会に対して審査請求をすることができます（な

お、この処分があったことを知った日の翌日から起算して３月以内であっても、こ

の処分の日の翌日から起算して１年を経過すると審査請求をすることができなくな

ります。）。

２ この処分については、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６月

以内に、大分県を被告として（訴訟において大分県を代表する者は大分県公安委員

会となります。）、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、この処

分があったことを知った日の翌日から起算して６月以内であっても、この処分の日

の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができな

くなります。）。ただし、上記１の審査請求をした場合には、当該審査請求に対す

る裁決があったことを知った日の翌日から起算して６月以内に、処分の取消しの訴

えを提起することができます（なお、この場合においても、当該審査請求に対する

裁決の日の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起すること

ができなくなります。）。



第２３号様式

第 号

請 書
下記の理由により、あなたの仮免許を取り消したので通知します。

年 月 日

大 分 県 警 察 本 部 長

住 所

氏 名

免許証の番号

免 許 の 種 類 □ 普通 □ 中型 □ 大型

□ 道路交通法第１０６条の２第１項に該当

□ 道路交通法第１０６条の２第２項に該当

理 由

年 月 日 における

□ 交通違反～違反行為の種別（ ）

□ 交通事故～違反行為の種別（ ）

被害の内容（□ 傷害 □ 死亡 □ 建造物損壊）

上記の取消処分通知書を受け取りましたので、仮運転免許証を提出します。

年 月 日

氏名


